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制度開始2年経過であらためて確認を
消費税のインボイス制度で
ミスしやすいケースの留意点
こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●インボイス制度導入以降、免税事業者等からの課税仕入れに対する80％控除・
50％控除の経過措置、新設法人がインボイス発行事業者登録を行うための特例、
適格請求書に必要な記載事項や保存方法の明確化、電子商取引（プラットフォーム
課税）への対応、そして任意組合等によるインボイス発行要件の周知など、多岐に
わたる論点について、国税庁は、リーフレットや動画、Q＆A等を公表している。
●インボイス制度開始から2年が経過し、現場で生じやすい誤りや留意すべき事項も
明らかになってきていることから、実務上誤りが生じやすい事例を確認し、インボイ
ス制度の経過措置や実務上の留意点について理解しておく必要がある。

デロイト トーマツ税理士法人　
税理士

纐纈　明美
デロイト トーマツ税理士法人

野村　和子

２
０
２
３
年
10
月
１
日
か
ら
導
入
さ
れ

た
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度（
適
格
請
求
書
等
保

存
方
式
）は
、
２
０
２
５
年
を
迎
え
、
開

始
か
ら
２
年
が
経
過
し
た
。

国
税
庁
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
開
始
以

降
、
企
業
や
事
業
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
さ

ま
ざ
ま
な
疑
問
や
実
務
上
の
課
題
に
対
応

す
る
た
め
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関
す
る

Ｑ
＆
Ａ
⑴（
以
下
、「
イ
ン
ボ
イ
ス
Ｑ
＆
Ａ
」

と
い
う
）を
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
随

時
公
表
し
て
い
る
。
イ
ン
ボ
イ
ス
Ｑ
＆
Ａ

は
、
実
務
担
当
者
が
直
面
す
る
具
体
的
な

場
面
ご
と
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
企
業
経

理
の
現
場
に
お
い
て
重
要
な
指
針
と
な
っ

て
い
る
。

イ
ン
ボ
イ
ス
Ｑ
＆
Ａ
で
は
、た
と
え
ば
、

帳
簿
保
存
要
件
や
イ
ン
ボ
イ
ス
保
存
義
務

に
関
し
て
、
実
務
上
の
細
か
な
注
意
点
が

示
さ
れ
て
お
り
、
経
理
担
当
者
は
こ
れ
ら

の
内
容
を
逐
次
確
認
し
、
法
令
遵
守
体
制

を
維
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
Ｑ
＆
Ａ
等
を

も
と
に
、
企
業
の
実
務
担
当
者
が
直
面
す

る
事
例
を
抽
出
し
、
企
業
の
経
理
実
務
へ

の
影
響
を
確
認
す
る
。

⑴　

国
税
庁
軽
減
税
率
・
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
対
応
室「
消
費

税
の
仕
入
税
額
控
除
制
度
に
お
け
る
適
格
請
求
書
等
保
存

方
式
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」（
平
成
30
年
６
月（
令
和
７
年
６

月
改
訂
））

（※）　

当
該
記
事
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
の
私
見
で

あ
り
、所
属
す
る
組
織
の
公
式
見
解
で
は
な
い
。

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

以
外
か
ら
の
課
税
仕
入
れ

に
係
る
一
定
の
経
過
措
置

２
０
２
３
年
10
月
１
日
か
ら
２
０
２
９

年
9
月
30
日
ま
で
は
、
免
税
事
業
者
な
ど

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
以
外
か
ら
の
課

税
仕
入
れ
に
つ
い
て
、
区
分
記
載
請
求
書
等

と
同
様
の
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
た
請
求

書
等
お
よ
び
一
定
の
記
載
が
さ
れ
た
帳
簿
の

保
存
が
あ
れ
ば
、
図
表
１
の
と
お
り
、
当

該
課
税
仕
入
れ
に
係
る
仕
入
税
額
相
当
額

の
一
定
割
合
を
仕
入
税
額
と
み
な
し
て
控
除

で
き
る
経
過
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
る
⑵
。

こ
の
経
過
措
置
の
内
容
は
、
適
格
請
求

書
発
行
事
業
者
以
外
か
ら
の
課
税
仕
入
れ

に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
仕
入
税
額
控

除
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
２
０
２
６
年

９
月
30
日
ま
で
は
、
支
払
対
価
の
額
に

１
１
０
分
の
７
・
８（
軽
減
税
率
の
対
象
と

な
る
場
合
は
１
０
８
分
の
６
・
２
４
）を
乗

じ
て
算
出
し
た
金
額
に
80
％
を
乗
じ
た
金

額
を
、
２
０
２
９
年
９
月
30
日
ま
で
は
、

支
払
対
価
の
額
に
１
１
０
分
の
７
・
８（
軽

減
税
率
の
対
象
と
な
る
場
合
は
１
０
８
分

の
６
・
２
４
）を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
に

50
％
を
乗
じ
た
金
額
を
仕
入
税
額
控
除
の

対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の

で
あ
る（
平
成
28
年
改
正
法
附
則
52
、53
）。

実  務実  務
解説
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こ
こ
で
は
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

以
外
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
、
固

定
資
産
の
取
得
お
よ
び
短
期
前
払
費
用
の

事
例
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

⑵　

国
税
庁「
イ
ン
ボ
イ
ス
の
取
扱
い
に
関
す
る
ご
質
問
」

（
令
和
７
年
10
月
28
日
更
新
）問
Ⅷ（
令
和
８
年
10
月
１
日

前
後
の
取
引
に
係
る
免
税
事
業
者
等
か
ら
の
仕
入
れ
に
係

る
経
過
措
置
の
適
用
）

⑴　
固
定
資
産
を
取
得
し
た
場
合

法
人
が
税
抜
経
理
方
式
を
採
用
し
て
お

り
、
店
舗
用
什
器
を
２
０
２
６
年
９
月
30

日
ま
で
に
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
以
外

か
ら
１
、１
０
０
万
円
で
購
入
し
た
場
合

の
法
人
税
法
上
の
取
扱
い
を
確
認
し
て
い

く
。

法
人
税
法
で
は
、
仕
入
税
額
控
除
の
適

用
を
受
け
る
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
お
よ

び
当
該
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
に
係
る
地

方
消
費
税
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
合
計

額
が「
仮
払
消
費
税
等
の
額
」と
さ
れ
て
い

る（
法
令
139
の
４
⑤
⑥
、
法
規
28
②
）。
こ

の
場
合
、
仮
払
消
費
税
等
の
額
を
図
表
２

②
の
計
算
方
法
で
算
定
し
、
購
入
金
額
か

ら
仮
払
消
費
税
等
の
額
を
差
し
引
い
た
残

額
を
資
産
の
取
得
価
額
と
し
て
計
上
し
、

そ
の
取
得
価
額
に
基
づ
き
減
価
償
却
を
行

う
こ
と
と
な
る（
消
費
税
経
理
通
達
⑶
３

の
２
、
令
和
３
年
２
月
経
過
的
取
扱
い
⑷

⑵
）。

な
お
、
こ
の
取
扱
い
は
、
所
得
税
に
つ

い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

会
計
シ
ス
テ
ム
が
当
該
経
過
措
置
の
計

算
に
対
応
し
て
い
な
い
場
合
、す
な
わ
ち
、

80
％
控
除
の
計
算
が
会
計
シ
ス
テ
ム
上
で

き
な
い
場
合
に
は
、
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
以
外
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て

も
、
い
っ
た
ん
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

か
ら
の
課
税
仕
入
れ
と
同
様
の
図
表
２
①

の
会
計
仕
訳
を
行
う
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
期
末

に
図
表
２
②
ロ
の
決
算
調
整
仕
訳
を
行
う

必
要
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

図
表
２
②
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
会
計

シ
ス
テ
ム
が
当
該
経
過
措
置
の
計
算
に
対

応
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
決
算
期
末
に

お
い
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
仮
払
消
費
税

等
の
額
を
80
万
円
と
計
算
し
直
し
、
残
り

の
20
万
円
に
つ
い
て
は
、
店
舗
用
什
器
の

取
得
価
額
に
含
め
て
減
価
償
却
の
計
算
を

行
う
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
の
20
万
円
を
控
除

対
象
外
消
費
税
額
と
し
て
損
金
経
理
し
て

い
る
法
人
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、当
該
20
万
円
は
、

法
人
税
法
上
控
除
対
象
外
消
費
税
額
で
は

な
く
、
資
産
の
取
得
価
額
に
す
る
必
要
が

あ
る
た
め
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

経
理
担
当
者
は
、
課
税
仕
入
れ
の
取
引

先
が
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
か
否
か
を

確
認
し
、
80
％
控
除
の
適
用
要
件
や
計
算

方
法
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
会
計
シ

ス
テ
ム
や
経
理
ソ
フ
ト
の
対
応
が
十
分
に

追
い
つ
い
て
い
な
い
法
人
も
一
定
程
度
存

在
す
る
と
考
え
ら
れ
、
特
に
、
経
過
措
置

期
間
中
の
仕
入
先
ご
と
の
控
除
割
合
の
把

握
や
、
仮
払
消
費
税
等
の
計
算
と
い
っ
た

実
務
処
理
に
お
い
て
、
手
作
業
や
個
別
対

応
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少

な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑶　

平
成
元
年
３
月
１
日
付
直
法
２
─
１「
消
費
税
法
等
の

施
行
に
伴
う
法
人
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
法
令
解
釈
通

達
）

⑷　

令
和
３
年
２
月
９
日
付
課
法
２
─
６「『
消
費
税
法
等

の
施
行
に
伴
う
法
人
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
』の
一
部
改

正
に
つ
い
て
」（
法
令
解
釈
通
達
）経
過
的
取
扱
い

⑵　
短
期
前
払
費
用
に
係
る
適
格
請

求
書
発
行
事
業
者
以
外
か
ら
の
仕

入
れ

３
月
決
算
法
人
が
、
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
の

保
守
契
約
に
基
づ
き
、
毎
年
１
月
に
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
以
外
の
取
引
先
へ
１

年
間
分（
１
月
～
12
月
分
）の
保
守
料
金
を

ま
と
め
て
支
払
い
、「
短
期
前
払
費
用
」と

し
て
会
計
処
理
し
て
い
る
場
合
に
、
令
和

８
年
１
月
に
支
払
う
２
０
２
６
年
１
月
か

ら
12
月
分
の
保
守
料
金
の
金
額
に
係
る
消

費
税
法
上
の
取
扱
い
を
確
認
し
て
い
く
。

①　

消
費
税
法
上
の
取
扱
い

法
人
税
の
計
算
に
お
い
て
は
、
前
払
費

用
の
額
で
、
そ
の
支
払
っ
た
日
か
ら
１
年

（図表１）　課税仕入れに係る一定の経過措置
期間 割合

2023年10月１日から
2026年９月30日まで 仕入税額相当額の80％

2026年10月１日から
2029年９月30日まで 仕入税額相当額の50％

（図表２）　固定資産を取得した場合の会計処理

①　会計仕訳
貸方 借方

店舗用什器 1,000万円 現金預金 1,100万円
仮払消費税等 100万円

②　具体的な経理処理
イ　仮払消費税等の額

ロ　決算整理仕訳
貸方 借方

店舗用什器 20万円 仮払消費税等 20万円

実務解説

1,100万円 × 10
110 ×80％＝80万円
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以
内
に
提
供
を
受
け
る
役
務
に
係
る
も
の

を
支
払
っ
た
場
合
に
そ
の
支
払
っ
た
額
に

相
当
す
る
金
額
を
継
続
し
て
そ
の
支
払
っ

た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
損
金
の
額
に

算
入
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
認
め
る

こ
と
と
さ
れ
て
お
り（
法
基
通
２
─
２
─

14
）、
消
費
税
の
計
算
に
つ
い
て
も
、
当

該
取
扱
い
の
適
用
を
受
け
る
前
払
費
用

（
以
下
、「
短
期
前
払
費
用
」と
い
う
）に
係

る
課
税
仕
入
れ
は
、
そ
の
支
出
し
た
日
の

属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
行
っ
た
も
の

と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら（
消
基
通
11
─
３
─
８
）、
保
守
契

約
な
ど
に
よ
り
１
年
分
を
前
払
い
し「
短

期
前
払
費
用
」と
し
て
処
理
し
て
い
る
場

合
、
支
払
っ
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
の

課
税
仕
入
れ
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
な

る
。今

回
の
事
例
で
は
、
３
月
決
算
法
人
の

２
０
２
６
年
３
月
期
の
申
告
に
お
い
て
、

短
期
前
払
費
用
と
し
て
支
払
っ
た
保
守
料

に
つ
い
て
、
区
分
記
載
請
求
書
等
と
同
様

の
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
た
請
求
書
等
お

よ
び
一
定
の
記
載
が
さ
れ
た
帳
簿
の
保
存

が
あ
れ
ば
、
こ
の
経
過
措
置
に
よ
り
、
保

守
料
と
し
て
支
払
っ
た
全
額
に
１
１
０

分
の
７
・
８
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
に

80
％
を
乗
じ
た
金
額
を
仕
入
税
額
と
み
な

し
て
控
除
し
て
差
し
支
え
な
い
と
さ
れ
て

い
る
⑸
。

②　

ポ
イ
ン
ト

前
記
の
と
お
り
、
適
格
請
求
書
発
行

事
業
者
以
外
か
ら
の
仕
入
れ
に
係
る
経
過

措
置
で
は
、
当
該
課
税
仕
入
れ
に
係
る
仕

入
税
額
相
当
額
の
一
定
割
合
を
仕
入
税
額

と
み
な
し
て
控
除
で
き
る
が
、
こ
の
一

定
割
合
が
、
２
０
２
３
年
10
月
１
日
か

ら
２
０
２
６
年
９
月
30
日
ま
で
は
80
％
、

２
０
２
６
年
10
月
１
日
か
ら
２
０
２
９
年

９
月
30
日
ま
で
は
50
％
と
さ
れ
て
い
る
。

短
期
前
払
費
用
に
係
る
対
象
期
間
が
、
当

該
割
合
が
80
％
か
ら
50
％
に
切
り
替
わ
る

２
０
２
６
年
10
月
１
日
を
ま
た
ぐ
場
合

（
本
事
例
で
は
２
０
２
６
年
１
月
か
ら
12

月
分
）で
あ
っ
て
も
、
期
間
按
分
す
る
こ

と
な
く
、
そ
の
全
額
に
つ
き
支
出
時
に
お

け
る
当
該
割
合
に
よ
り
本
経
過
措
置
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
点
が
明
確
化

さ
れ
た
⑹
。

こ
の
よ
う
に
、
短
期
前
払
費
用
の
支
払

時
点
で
、
こ
の
経
過
措
置
の
適
用
が
可
能

で
あ
る
た
め
、
実
際
の
経
理
処
理
に
あ

た
っ
て
は
、
仕
入
先
が
適
格
請
求
書
発
行

事
業
者
以
外
で
あ
る
か
の
確
認
・
支
払
時

期
・
帳
簿
記
載
・
請
求
書
保
存
の
要
件
を

し
っ
か
り
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

⑸　

国
税
庁「
イ
ン
ボ
イ
ス
の
取
扱
い
に
関
す
る
ご
質
問
」

（
令
和
７
年
10
月
28
日
更
新
）問
Ⅸ（
短
期
前
払
費
用
に
係

る
免
税
事
業
者
等
か
ら
の
仕
入
れ
に
係
る
経
過
措
置
の
適

用
）

⑹　

前
掲
注
⑸

⑶　
経
過
措
置
期
間
終
了
後

こ
の
経
過
措
置
期
間
が
終
了
し
た

２
０
２
９
年
10
月
以
降
は
、
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
以
外
か
ら
の
仕
入
れ
に
つ
い

て
は
消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除
が
一
切
認

め
ら
れ
な
く
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
早
期
に
取
引
先
管
理
や

シ
ス
テ
ム
整
備
、
社
内
規
程
の
見
直
し
等

の
準
備
を
進
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

新
た
に
設
立
さ
れ
た
法
人
等

の
登
録
時
期
の
特
例
に
係
る

届
出
書
等
の
提
出
期
限

新
た
に
設
立
さ
れ
た
法
人（
新
設
法
人
）

が
免
税
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
、
事
業
を

開
始
し
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
の
初
日

か
ら
課
税
事
業
者
と
な
り
、
か
つ
、
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
と
し
て
登
録
を
受
け

た
い
場
合
に
は
、
以
下
の
届
出
書
を
提
出

す
る
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
事
業
を
開
始
し
た
日
の
属

す
る
課
税
期
間
の
末
日
ま
で
に「
消
費
税

課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
」と「
適
格
請
求

書
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
書
」を
提
出

す
れ
ば
、
事
業
開
始（
設
立
）の
日
か
ら
課

税
事
業
者
と
な
り
、
か
つ
、
新
た
に
設
立

さ
れ
た
法
人
等
の
登
録
期
間
の
特
例
に
よ

り
、
同
日
付
で
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

と
し
て
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

（
消
法
９
④
、
消
令
20
一
、
消
令
70
の
４
、

消
規
26
の
４
、
本
Ｑ
＆
Ａ
問
11
）。
こ
こ

で
注
意
す
べ
き
点
は
、
国
税
通
則
法
22
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
を
開
始
し
た
日

の
属
す
る
課
税
期
間
の
末
日
が
日
曜
日
や

祝
日
、
土
曜
日
、
ま
た
は
12
月
29
日
か
ら

31
日
な
ど
の
休
日
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
日（
事
業
を
開
始
し
た
日
の

属
す
る
課
税
期
間
の
末
日
）ま
で
に
消
費

税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
や
適
格
請
求

書
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
、
新
た
に
設
立
さ
れ
た
法
人
等

の
登
録
時
期
の
特
例
を
受
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
期
限
を
厳
守
し
て
手
続

を
行
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

適
格
請
求
書
の
保
存
要
件

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
、
仕
入
税
額
控

除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
取
引
ご

と
に
適
格
請
求
書（
イ
ン
ボ
イ
ス
）の
保
存

が
必
要
で
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
は
発
行
事
業

者
の
名
称
、登
録
番
号
、取
引
内
容
、金
額
、

適
用
税
率
お
よ
び
消
費
税
額
等
、
法
令
で

定
め
ら
れ
た
記
載
事
項
が
す
べ
て
記
載
さ

れ
て
い
る
必
要
が
あ
る（
消
法
30
⑦
⑨
）。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
載
事
項
は
必
ず
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し
も
１
つ
の
書
類（
紙
や
デ
ー
タ
）で
完
結

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な

く
、
複
数
の
書
類
や
、
書
類
と
電
磁
的
記

録
の
相
互
の
関
連
が
明
確
で
あ
り
、か
つ
、

取
引
を
正
確
に
認
識
で
き
る
方
法
で
交
付

さ
れ
て
い
れ
ば
、
全
体
と
し
て
イ
ン
ボ
イ

ス
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る（
消
基
通
１
─
８
─
１
）。

こ
こ
で
は
、仮
に
、領
収
書
に
自
社
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
記
載
し
、
そ
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記
載

事
項
の
一
部（
登
録
番
号
や
名
称
、
適
用

税
率
等
）を
案
内
し
た
場
合
に
イ
ン
ボ
イ

ス
要
件
を
満
た
す
か（
イ
ン
ボ
イ
ス
Ｑ
＆

Ａ
問
72
─
２
、
問
102
─
２
）、
ま
た
、
立

替
払
取
引
の
場
合
の
仕
入
税
額
控
除
の
保

存
要
件（
イ
ン
ボ
イ
ス
Ｑ
＆
Ａ
問
94
、
消

基
通
11
─
６
─
２
）に
つ
い
て
、
確
認
し

て
い
く
。

⑴　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
イ
ン
ボ
イ

ス
の
記
載
事
項
を
案
内
す
る
場
合

飲
食
店
運
営
会
社
が
、
店
頭
で
の
テ
イ

ク
ア
ウ
ト
販
売
時
に
、
希
望
者
に
発
行
す

る
領
収
書
へ「
イ
ン
ボ
イ
ス
番
号
等
の
詳

細
は
、下
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
」

と
記
載
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
専
用
ペ
ー

ジ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
記
載
し
て
い
る
場
合
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
正
式
名
称
、登
録
番
号
、

適
用
税
率
等
が
常
時
掲
載
さ
れ
、
領
収
書

を
受
け
取
っ
た
顧
客
が
確
認
で
き
る
状
態

で
あ
れ
ば
、「
領
収
書
」と「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
の
情
報
」の
双
方
で
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記

載
事
項
を
満
た
す
と
考
え
ら
れ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
は
、
一

の
書
類
の
み
で
す
べ
て
の
記
載
事
項
を
満

た
す
必
要
は
な
く
、
書
類
相
互（
書
類
と

電
磁
的
記
録
）の
関
連
が
明
確
で
あ
り
、

イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
対
象
と
な
る
取
引
を

正
確
に
認
識
で
き
る
方
法
で
交
付
さ
れ
て

い
れ
ば
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記
載
事
項
を
満

た
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
今
回
の
事
例
の

よ
う
に
、
領
収
書
に
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
明
示
し
、

そ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
先
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
イ
ン

ボ
イ
ス
の
登
録
番
号
や
適
用
税
率
等
の
不

足
す
る
記
載
事
項
を
補
完
で
き
、
両
者
の

関
連
性
が
明
確
で
、
取
引
内
容
が
特
定
で

き
る
場
合
に
は
、
領
収
書
と
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
情
報
の
双
方
を
合
わ
せ
て
イ
ン
ボ
イ
ス

の
記
載
事
項
を
満
た
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。ま

た
、
買
手
側（
領
収
書
を
受
領
し
た

顧
客
や
事
業
者
）は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
要
件

を
満
た
す
た
め
に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
該

当
ペ
ー
ジ
を
電
磁
的
記
録
と
し
て
保
存

し
、
ま
た
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
容
を
印

刷
し
て
書
面
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
売
手
が
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
内
容
を
保
存
期
間
満
了
ま
で

随
時
確
認
可
能
な
状
態
で
維
持
し
て
い
れ

ば
、
買
手
が
保
存
し
て
い
る
も
の
と
し
て

取
り
扱
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合

が
あ
る
。

⑵　
立
替
金

当
社
が
、
Ｂ
社
に
経
費
を
立
て
替
え
て

も
ら
い
、
Ｃ
社
か
ら
Ｂ
社
宛
て
に
交
付
さ

れ
る
適
格
請
求
書（
イ
ン
ボ
イ
ス
）は
、
Ｂ

社
か
ら
受
領
し
た
だ
け
で
は
、
当
社
宛
の

イ
ン
ボ
イ
ス
と
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｂ
社
か
ら
、
立
替
金

精
算
書
等
の
交
付
を
受
け
、
Ｃ
社
か
ら

行
っ
た
課
税
仕
入
れ
が
当
社
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
Ｃ
社
の
イ

ン
ボ
イ
ス
お
よ
び
立
替
金
精
算
書
等
の
保

存
で
仕
入
税
額
控
除
の
要
件
を
満
た
す
こ

と
に
な
る
。

ま
た
、
立
替
払
を
行
う
Ｂ
社
が
適
格
請

求
書
発
行
事
業
者
で
な
く
て
も
、
Ｃ
社
が

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
で
あ
れ
ば
、
仕

入
税
額
控
除
可
能
で
あ
る
。

な
お
、
立
替
払
の
内
容
が
、
請
求
書
等

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
な

ど
の
理
由
に
よ
り
、
一
定
の
事
項
を
記
載

し
た
帳
簿
の
み
の
保
存
で
仕
入
税
額
控
除

が
認
め
ら
れ
る
課
税
仕
入
れ
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
一
定
の
事
項
を
記
載
し
た
帳

簿
の
保
存
の
み
で
仕
入
税
額
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る（
イ
ン
ボ
イ
ス
Ｑ
＆
Ａ

問
104
、
問
110
）。

さ
ら
に
、
複
数
者
分
の
立
替
時
は
、
Ｂ

社
は
Ｃ
社
か
ら
受
領
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の

コ
ピ
ー
と
、
Ｂ
社
が
作
成
し
た
精
算
書
を

各
立
替
先
に
交
付
す
る
こ
と
が
原
則
と
な

る
が
、
コ
ピ
ー
が
大
量
と
な
る
な
ど
交
付

が
困
難
な
場
合
は
、
Ｂ
社
が
Ｃ
社
か
ら
交

付
を
受
け
た
イ
ン
ボ
イ
ス
を
保
存
し
、
各

立
替
先
に
は
立
替
金
精
算
書
を
交
付
す
れ

ば
、
立
替
先
は
精
算
書
保
存
の
み
で
仕
入

税
額
控
除
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
立

替
金
精
算
書
に
は
、
Ｃ
社
の
氏
名
ま
た
は

名
称
、
登
録
番
号
を
記
載
し
、
適
用
税
率

区
分
な
ど
、
仕
入
税
額
控
除
に
必
要
な
事

項
を
明
記
し
、消
費
税
額
等
に
つ
い
て
は
、

Ｃ
社
の
イ
ン
ボ
イ
ス
に
記
載
さ
れ
た
消
費

税
額
等
を
も
と
に
、
立
替
払
を
受
け
る
者

の
負
担
割
合
に
よ
り
合
理
的
に
按
分
し
た

金
額
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
。

立
替
払
取
引
に
お
い
て
仕
入
明
細
書
等

を
活
用
す
る
場
合
に
は
、
売
手
で
あ
る
Ｃ

社
の
確
認
を
受
け
た
仕
入
明
細
書
等
の
保

存
で
も
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
る
ほ

か
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
宛
名
部
分
等
を
修
正

し
、
修
正
し
た
事
項
に
つ
い
て
Ｂ
社
の
確

認
を
受
け
る
こ
と
で
、
そ
の
書
類
を
も
っ

て
仕
入
税
額
控
除
を
行
う
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。

⑶　
ま
と
め

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
い
て
は
、
記
載

実務解説
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事
項
が
複
数
の
媒
体
に
分
か
れ
て
い
て

も
、
相
互
の
関
連
性
が
明
確
で
あ
れ
ば
、

全
体
で
イ
ン
ボ
イ
ス
要
件
を
満
た
す
こ
と

が
で
き
る
。
領
収
書
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲

載
情
報
の
組
み
合
せ
も
認
め
ら
れ
、
実
務

上
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、Ｕ
Ｒ
Ｌ
や
掲
載
内
容
の
維
持
・

管
理
、
保
存
方
法
に
は
注
意
し
、
買
手
側

は
必
要
に
応
じ
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
情
報
を

保
存
で
き
る
体
制
を
整
え
て
お
く
こ
と
が

重
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

立
替
払
取
引
で
も
、
関
連
す
る
イ
ン
ボ

イ
ス
と
立
替
金
精
算
書
等
の
保
存
、
ま
た

は
一
定
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
の
保
存
を

も
っ
て
、
仕
入
税
額
控
除
の
要
件
を
満
た

す
こ
と
が
で
き
、
実
務
上
は
、
立
替
払
取

引
に
関
す
る
書
類
の
保
存
、
精
算
書
へ
の

必
要
事
項
の
記
載
、
消
費
税
額
等
の
合
理

的
な
按
分
計
算
な
ど
に
十
分
留
意
し
、
適

切
な
仕
入
税
額
控
除
が
行
え
る
よ
う
体
制

の
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税

の
対
象
と
な
る
取
引
に

係
る
適
格
請
求
書
等

国
外
事
業
者
が
提
供
す
る
消
費
者
向
け

電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
該
当
す
る

ア
プ
リ
を
、
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
を
通
じ
て
購
入
・
利
用
し
、
当
該
ア
プ

リ
の
利
用
料
を
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
運

営
会
社
を
介
し
て
支
払
っ
て
い
る
ケ
ー
ス

が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除

を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
事
業
者
か

ら「
適
格
請
求
書（
イ
ン
ボ
イ
ス
）」を
受
け

取
れ
ば
よ
い
か
。

⑴　
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
の
対

象
と
な
る
取
引
の
場
合

２
０
２
５
年
４
月
１
日
以
降
、
国
外
事

業
者
が
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者

を
介
し
て
日
本
国
内
の
消
費
者
向
け
に
電

気
通
信
利
用
役
務（
ア
プ
リ
配
信
な
ど
）

を
提
供
し
、
利
用
料
を
特
定
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
収
受
し
て
い
る
場
合

は
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
」の
対
象

と
な
る（
消
法
15
の
２
）。

こ
の
場
合
、
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

事
業
者
が
、
ア
プ
リ
配
信
と
い
う
役
務
提

供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
当
社
が
仕
入
税
額
控
除

を
受
け
る
た
め
に
は
、
特
定
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
事
業
者
か
ら
発
行
さ
れ
る
イ
ン

ボ
イ
ス
ま
た
は
そ
の
電
磁
的
記
録
を
保
存

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
⑺
。

⑺　

国
税
庁
消
費
税
室「
消
費
税
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課

税
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
用
）」

（
令
和
６
年
７
月
）問
18（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
の
対

象
と
な
る
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
係
る
イ
ン
ボ
イ

ス
交
付
義
務
）

⑵　
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
の
対

象
と
な
ら
な
い
取
引
の
場
合

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
の
対
象
外
の

取
引
、
つ
ま
り
、
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
事
業
者
以
外
の
事
業
者
と
の
取
引
で
あ

る
場
合
は
、
国
外
事
業
者
で
あ
る
ア
プ
リ

配
信
者
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
ま
た
は
電
磁
的

記
録
の
提
供
を
受
け
て
保
存
す
る
必
要
が

あ
る
。

⑶　
適
格
請
求
書
の
発
行
者
の
確
認

特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
氏

名
ま
た
は
名
称
や
当
該
事
業
者
に
係
る
デ

ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
名
称
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
特
定
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
名
簿
」で
確
認
で
き

る
⑻
。

⑻　

令
和
６
年
12
月
６
日
現
在
の
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
事
業
者
は
、ｉ
Ｔ
ｕ
ｎ
ｅ
ｓ
㈱
、ア
マ
ゾ
ン
ウ
ェ
ブ
サ
ー

ビ
ス
ジ
ャ
パ
ン
合
同
会
社
、
グ
ー
グ
ル 

ア
ジ
ア 

パ
シ

フ
ィ
ッ
ク 

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト 

リ
ミ
テ
ッ
ド
、任
天
堂
㈱
の
４

社
と
な
っ
て
い
る
。

⑷　
ま
と
め

２
０
２
５
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
開
始

と
な
っ
た「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
」の

制
度
の
も
と
で
は
、
仕
入
税
額
控
除
の
た

め
に
保
存
す
べ
き
イ
ン
ボ
イ
ス
は
、
取
引

の
相
手
方
が
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事

業
者
な
の
か
、
そ
れ
以
外
の
事
業
者
な
の

か
を
適
切
に
把
握
し
た
う
え
で
、
そ
の
請

求
書
を
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
。

今
後
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
の

適
用
対
象
と
な
る
取
引
か
ど
う
か
を
見
極

め
、
保
存
す
べ
き
イ
ン
ボ
イ
ス
の
発
行
者

が
変
わ
る
点
に
つ
い
て
、
実
務
上
特
に
注

意
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
る「
特
定
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
名
簿
」な
ど
を
活
用

し
、
取
引
の
相
手
方
の
確
認
を
徹
底
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

任
意
組
合
等
が
交
付
す
る

適
格
請
求
書

任
意
組
合
等
が
事
業
と
し
て
課
税
資
産

の
譲
渡
等
を
行
う
場
合
、
そ
の
組
合
員
全

員
が
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
で
あ
る
こ

と
、
か
つ
、
業
務
執
行
組
合
員
が「
任
意

組
合
等
の
組
合
員
の
全
て
が
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
で
あ
る
旨
の
届
出
書
」を
税

務
署
に
提
出
し
た
場
合
に
限
り
、
適
格
請

求
書（
イ
ン
ボ
イ
ス
）を
交
付
す
る
こ
と
が

で
き
る（
消
法
57
の
６
①
、
消
令
70
の
14

①
②
）。

た
と
え
ば
、
任
意
組
合
等
に
、
複
数
の

国
内
外
の
組
合
員
が
参
加
す
る
場
合
を
確

認
し
て
い
く
。
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⑴　
日
本
で
活
動
を
行
っ
て
い
な
い

組
合
員
の
取
扱
い

こ
の
よ
う
な
場
合
、
た
と
え
ば
海
外
の

組
合
員
が
日
本
に
お
け
る
事
業
の
損
益
配

賦
も
受
け
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
日
本
事

業
に
は
出
資
し
て
い
る
が
実
際
に
は
、
損

益
配
賦
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
海
外
の
組
合
員
を「
組
合
員
全

員
」の
範
囲
か
ら
除
外
し
て
も
差
し
支
え

な
い
と
さ
れ
て
い
る（
イ
ン
ボ
イ
ス
Ｑ
＆

Ａ
問
50
─
２
）。

し
か
し
な
が
ら
、
将
来
的
に
こ
の
海
外

の
組
合
員
が
日
本
に
お
け
る
事
業
の
損
益

配
賦
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
に

は
、
次
の
よ
う
な
対
応
が
必
要
と
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。

①　

海
外
の
組
合
員
が
適
格
請
求
書
発

行
事
業
者
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い

場
合

当
該
任
意
組
合
等
の
業
務
執
行
組
合
員

は
、「
任
意
組
合
等
の
組
合
員
が
適
格
請
求

書
発
行
事
業
者
で
な
く
な
っ
た
旨
等
の
届

出
書
」を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る（
消
法
57

の
６
②
）。

こ
の
場
合
、
海
外
の
組
合
員
が
日
本
に

お
け
る
損
益
配
賦
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ

た
日
以
降
の
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
つ
い

て
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
で
き
な
く
な

る
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
損
益
配
賦
対
象

組
合
員
が
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
で
あ

る
こ
と
が
制
度
上
求
め
ら
れ
る
た
め
で
あ

る
。し

た
が
っ
て
、
損
益
配
賦
の
対
象
外
と

な
っ
て
い
る
海
外
の
組
合
員
が
日
本
に
お

け
る
損
益
配
賦
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
場

合
に
は
、
当
該
海
外
の
組
合
員
は
損
益
分

配
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
前
に
、
事
前
に

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
を
し
、

後
記
②
の
変
更
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
、
当
該
任
意
組
合
は
継
続
し
て
イ

ン
ボ
イ
ス
の
交
付
が
可
能
と
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。

②　

海
外
の
業
務
執
行
組
合
員
が
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
を
受
け

て
い
る
場
合

こ
の
場
合
は
、「
任
意
組
合
等
の
組
合
員

の
全
て
が
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
で

あ
る
旨
の
届
出
事
項
の
変
更
届
出
書
」を

提
出
し
、「
変
更
事
項
」欄
の「
そ
の
他
」に

チ
ェ
ッ
ク
を
付
し
た
う
え
で
、「
変
更
後
」

欄
に
当
該
組
合
員
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お

よ
び
登
録
番
号
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
る

（
消
令
70
の
14
③
、
消
規
26
の
９
②
）。

こ
れ
に
よ
り
、任
意
組
合
は
引
き
続
き
、

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
と
し
て
イ
ン
ボ

イ
ス
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵　
ま
と
め

実
際
に
日
本
に
お
け
る
事
業
の
損
益
配
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賦
を
受
け
る
組
合
員
の
み
が
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
必

要
が
あ
り
、
そ
の
者
が
す
べ
て
適
格
請
求

書
発
行
事
業
者
で
あ
る
状
態
で
あ
れ
ば
、

任
意
組
合
と
し
て
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

一
方
で
、
日
本
に
お
け
る
事
業
の
損
益

の
配
賦
を
受
け
て
い
な
い
海
外
の
組
合
員

に
つ
い
て
は
、「
組
合
員
全
員
」の
範
囲
か

ら
除
外
し
て
届
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
海
外
の
組
合
員
が
、
日
本
に
お

け
る
事
業
の
損
益
配
賦
を
受
け
る
よ
う
に

な
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
届
出
内
容

を
変
更
し
、
法
令
に
従
っ
た
イ
ン
ボ
イ
ス

発
行
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。届

出
の
遅
れ
や
不
備
が
あ
る
と
、
イ
ン

ボ
イ
ス
発
行
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
実

務
担
当
者
は
組
合
員
の
事
業
参
加
状
況
や

損
益
配
賦
の
有
無
に
つ
い
て
継
続
的
に
確

認
し
、必
要
に
応
じ
て
届
出
書
類
の
提
出
・

変
更
を
行
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。

ま
た
、
組
合
員
の
追
加
や
脱
退
等
に
よ

る
損
益
配
賦
の
範
囲
変
更
が
生
じ
た
場
合

に
も
、
税
務
署
へ
の
届
出
手
続
が
必
要
と

な
る
た
め
、
組
合
運
営
の
実
態
と
税
務
手

続
が
常
に
整
合
す
る
よ
う
管
理
体
制
を
構

築
し
て
お
く
こ
と
が
、
企
業
と
し
て
の
リ

ス
ク
管
理
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
対
応
に

も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実務解説


